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町を守る　安心を守る　消防団員募集！
あなたの力を地域のために

○消防団の入団者を募集しています
　消防団は災害発生時に、消火・警戒などの消防
活動を行い、地域防災のリーダーとしての役割を
担っています。
　近年、消防団員数は減少傾向にあり高齢化も進
んでいることから、将来の担い手となる若い団員
の確保に取り組んでいます。
○消防団とは
　消防団は市町村の非常備の消防機関であり、そ
の構成員である消防団員は本業を持ちながら、権
限と責任を有する非常勤特別職の地方公務員とし
て「自らの地域は自ら守る」という精神に基づき、
消防防災活動を行っています。
　消防団は消火活動のみならず、地震や風水害な
ど多数の動員を必要とする大規模災害時の救助救

出作業、避難誘導、災害防御活動などで非常に重
要な役割を果たしています。
○消防団員の活動
　消防団員の活動は火災時の消火活動、火災予防、
風水害などの災害対応、警戒捜索、演習・訓練、
水利・機械・施設の点検、防火指導などです。
○入団資格
　・町内在住の方（現住所が鹿部
　　町にある方）
　・18歳以上45歳未満の方
　・志操堅固でかつ身体強健な方

▼お問い合わせは、鹿部消防署庶務課消防団係
　（０１３７２－７－３３３１）へ。

特設人権困りごと相談所を開設します
お気軽に相談ください

　町では、人権擁護委員による特設人権相談所を
次のとおり開設します。
　毎日の生活の中で、人間関係や近所付き合い、
いじめ、家庭内のいざこざなど、困ったことがあ
りましたら、お気軽にご相談ください。相談は無
料で、内容についての秘密は厳守されます。

〇日　　時
　９月２日（月）午前９時30分～正午まで

〇場　　所
　中央公民館
〇相談内容
　離婚・扶養・相続などの家庭内のいざこざ、虐
待、近所付き合い、いじめなどについて

▼お問い合わせは、役場総務・防災課総務係（０
　１３７２－７－２１１１）へ。


